
～次世代を担う若者の支援のための寄附金募集～

佐賀県は、首都圏で学び将来佐賀に貢献したい

若者たちを支援します！

申し込み
先

詳しくは
佐賀県ホームページ
をご確認ください。

寄附方法に関するお問い合わせ

佐賀県総務部税政課
TEL 0952-25-7028 FAX 0952-25-7294
Mail:sagakenkifu@pref.saga.lg.jp

公益財団法人 佐賀育英会 へのお問い合わせ

公益財団法人 佐賀育英会
TEL 042-381-3676 FAX 042-381-3620

■寄附金の主な使途

寄
附
の
方
法
等

佐賀県ふるさと生活
又は

佐賀県ふるさと納税お申込フォーム

［佐賀県ホームページに寄附方法掲載］

寄附申込書に記入の上、
佐賀県に提出

［佐賀県ホームページに寄附方法掲載］

寄附金額 100,000円以上

（寄附の方法） （寄附の方法）

（寄附金額）

■寄附方法

個人からの寄附 法人・団体からの寄附

松濤学舎は、首都圏の大学で学ぶ佐賀にゆかりのある若者のための学生寮。大隈重信らによっ
て大正13年に開設、現在は佐賀育英会が運営しています。これまで、1,300名余の学生が松濤学舎
を巣立ち、佐賀県はもちろん、国内外において活躍しています。

いただいた寄附金は、佐賀育英会の取組を通じて、佐賀県の未来を担う若者の育成につなげて
いきます。

本事業全般に関するお問い合わせ

佐賀県総務部法務私学課
私立中高・専修学校支援室

TEL 0952-25-7464 FAX 0952-25-0629
Mail:houmu-shigaku@pref.saga.lg.jp

税
の
優
遇

□寄附金額のうち2,000円を超える部分について、
所得税と住民税から原則として全額が控除され
ます（一定の上限あり）。

□寄附金額が全額損金に算入されます。
□佐賀県外に本社を置く企業であれば、上記に加え、税額

控除により、寄附金額の最大約９割の税の軽減効果があ
ります。

寄附制度の詳細については、裏面を御確認ください。
（ふるさと納税の概要・企業版ふるさと納税の概要）

・男女共住となった松濤学舎の施設・設備の充実
・次世代を担う人材育成事業（留学支援・就職支援等）

mailto:sagakenkifu@pref.saga.lg.jp
mailto:houmu-shigaku@pref.saga.lg.jp


ふるさと納税の概要

ふるさと納税とは、自分の選んだ自治体に寄附（ふるさと納税）を行った場合に、寄附額のうち2,000
円を越える部分について、所得税と住民税から原則として全額が控除される制度です（一定の上限はあ
ります。）。

例えば、年収700万円の給与所得者の方で扶養家族が配偶者のみの場合、30,000円のふるさと納税を行
うと、2,000円を超える部分である28,000円（30,000円－2,000円）が所得税と住民税から控除されます。

・総務省 ふるさと納税 ポータルサイト
・ふるなび より

年金受給者の寄附金額上限の目安給与所得者の寄附金額上限の目安

※所得税の38万円の控除対象となる配偶者を前提※1「共働き」は、ふるさと納税を行う方本人が配偶者（特別）控除の適用を受けていない
ケースを指します。（配偶者の給与収入が201万円超の場合）

※2「夫婦」は、ふるさと納税を行う方の配偶者に収入がないケースを指します。

企業版ふるさと納税（地方創生応援税制）の概要

平成28年度に創設された企業版ふるさと納税（地方創生応援税制）は、国が認定した地方公共団体の
地方創生プロジェクトに対し企業が寄附を行った場合に、寄附額の約6割（最大）を当該企業の法人関係
税から税額控除する制度です。

従来からの損金算入による軽減効果（寄附額の約3割）と合わせて、寄附額の約9割（最大）が軽減さ
れ、実質的な企業の負担は約1割まで圧縮されます。

R8.4.1現在

R8.4.1現在


